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午後１時３０分 開会 

 

○議長（我孫子洋昌君） ただいまから、休会を解き、令和 7 年下川町議会定例会を再

開し、2 月臨時会議を開会いたします。 

ただいまの出席議員数は、全員の 7 人です。 

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 1 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本臨時会議の会議録署名議員は、下川町議会会議条例第 123 条の規定により、 

3 番 小原仁興 議員及び 4 番 中田豪之助 議員を指名いたします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 2 「委員会報告」 

 議会の運営について、議会運営委員長から報告をいただきます。 

 大西 功 議会運営委員長。 

 

〇議会運営委員長（大西 功君） 令和 7 年下川町議会定例会 2 月臨時会議の運営につ

いて、本日開催いたしました議会運営委員会の審議結果を御報告いたします。 

本日は、2 月臨時会議に提案されます議案等の審議要領等について審議を行いました。 

 2 月臨時会議の提案事項については、町長提案が 2 件で、内容は、専決処分報告 1 件、 

補正予算 1 件であります。 

 また、議会提案は 1 件で、内容は委員会報告 1 件であります。 

 これらの状況を考慮し、2 月臨時会議の本会議については、本日 1 日とすることとい

たしました。 

 次に、提案議案等の審議要領等についてでありますが、本日提案される町長提案 2 件、

議会提案 1 件、合わせて 3 件につきましては、いずれも本会議において報告、審議を行

うことにいたしました。 

 以上、議会運営委員会における審査結果報告といたします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） ただいま報告がありましたが、委員長の報告のとおり、2 月

臨時会議の審議を要する期間について、本日 1 日限りとすることに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 異議なしと認め、2 月臨時会議の本会議の審議を要する期間

は、本日 1 日限りといたします。 

以上で委員会報告を終わります。  

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 3 「諸般の報告」を行います。 

 報告事項は、お手元に配布しておりますので、朗読を省略し、報告といたします。 



2 

 

 以上で諸般の報告を終わります。  

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 4 報告第 11 号「専決処分（第 2 号）の報告について」

を議題といたします。 

 本案について、報告を求めます。 

 町長。 

 

○町長（田村泰司君） 提案理由等を述べさせていただく前に、開会に当たりまして御

挨拶を申し上げます。 

本日、令和 7 年議会定例会 2 月臨時会議の御案内をさせていただきましたところ、時

節柄大変御多用中にもかかわらず、全員の出席を賜りましたことに心から感謝を申し上

げます。 

本臨時会議に提案いたします案件は、専決処分の報告 1 件、そして予算案件 1 件でご

ざいます。議案の内容につきましては、提案時に説明させていただきますので、よろし

くお願い申し上げます。 

それでは、報告第 11 号 専決処分（第 2 号）の報告について、御報告申し上げます。 

本件は、1 月 23 日召集の通常国会において、衆議院が解散となり、1 月 27 日公示、2

月 8 日投開票で衆議院議員総選挙を執行する必要がありましたので、地方自治法第 180

条第 1 項の規定に基づき、選挙費に係る補正予算について専決処分を行ったものであり

ます。 

専決処分の内容を申し上げますと、令和 7 年度下川町一般会計の第 8 回目の補正予算

でありまして、歳入歳出それぞれ 408 万円を追加し、総額を 62 億 6,673 万 7,000 円と

したものでございます。 

補正予算の概要を申し上げますと、歳出の総務費において、衆議院議員総選挙に係る

経費を計上し、歳入では、この財源としまして道支出金を計上しております。 

以上申し上げまして、専決処分の報告といたします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 以上で報告第 11 号を終わります。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 5 議案第 52 号「令和 7 年度下川町一般会計補正予算

（第 9 号）」を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

○町長（田村泰司君） 議案第 52 号 令和 7 年度下川町一般会計補正予算（第 9 号）に

ついて、提案理由を申し上げます。 

本案は、令和 7 年度一般会計の第 9 回目の補正予算でありまして、歳入歳出それぞれ

2,500 万円を追加し、総額を 62 億 9,173 万 7,000 円とするものであります。 

補正の概要を申し上げますと、当初予算におきまして、町道除排雪等委託料を 9,000

万円計上しているところでありますが、1 月末までの除排雪の出動状況と今後の見込み
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から、2,500 万円を増額するものであります。 

なお、この財源としまして、繰入金を計上しております。 

以上申し上げまして、提案理由といたしますので、よろしく御審議の上、御協賛のほ

どお願い申し上げます。 

 

○議長（我孫子洋昌君） ただいま提案理由の説明がありましたが、これから質疑を行

います。 

 質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 質疑なしと認めます。 

これから討論に入ります。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

 

（な し） 

 

○議長（我孫子洋昌君） ないようですので、次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 

（な し） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 52 号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 全員起立です。 

 したがって、議案第 52 号は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全

て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和 7 年下川町議会定例会 2 月臨時会議を閉会いたします。 

 

午後１時３９分 閉会 

 

○議長（我孫子洋昌君） 町長から申し出により、挨拶があります。 

 

○町長（田村泰司君） 臨時会議の閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。 

議員各位には、今臨時会議におきまして、大変御多用の中、全員の御出席を賜り、提
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案させていただいた案件をお認めいただいたことに深く感謝を申し上げるところでご

ざいます。お認めいただきました議案につきまして、適正に執行できるよう努めてまい

ります。 

さて、22 日にミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピックが、17 日間にわたる熱戦の

幕が下りたところであります。 

町民の皆さまにおかれましては、下川町出身、そして下川町育成選手に対しまして、

連日の応援、大変ありがとうございました。 

私は、5 日から 13 日までの日程で、プレダッツォで行われましたスキージャンプノー

マルヒル 3 戦に、現地応援団に同行させていただきまして、二階堂
にかいどう

 蓮
れん

 選手の銅メダル、 

男女混合団体の銅メダル、そして、最初に行われましたけれども、丸山
まるやま

 希
のぞみ

 選手の銅メ 

ダルなど、日本チームのメダル獲得を目の前で見ることができました。 

帰国後は、パブリックビューイングで町民の皆さまと一緒に応援をさせていただき、

二階堂選手は個人ラージヒルで銀メダルを獲得し、大活躍されたところであります。 

下川町の現地応援団につきましては、町民の皆さまからお預かりしたメッセージの書

かれた国旗 4 枚を持参して、オレンジ色のポンチョを着て応援をしまして、下川町から

の応援団としてテレビの中継でも紹介され、下川町を世界に発信することができたと思

っております。 

伊藤
い と う

有
ゆう

希
き

選手からは、ジャンプ台へ登るときも、スタート台でも、飛び終わった後も、 

オレンジ色のポンチョが見えて、生まれて育てていただいた下川町の皆さまにオリンピ

ックの舞台で直接応援いただけて、非常に心強かったということでメッセージを頂いて

いるところであります。 

イタリアへは、長時間の移動、言葉や文化、水の違いなどに少し戸惑いながら、気候

変動による冬季競技への影響や、移動途中に立ち寄ったベネチアでの高潮による水害な

ど、改めて地球温暖化対策が重要であると感じたところであります。 

また、会場が山岳地帯でありましたので、森林が近く、建物も木造建築が主であり、

製材工場やエネルギー利用もありましたので、今後、イタリアの林業施策なども深く学

びたいというふうに感じたところであります。貴重な経験、そして機会を与えていただ

いたことに深く感謝を申し上げるところでございます。 

議員各位、町民の皆さまにおかれましても、引き続き御指導、御支援いただきますよ

うお願いを申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 本日は、以上をもって散会とします。お疲れさまでした。 

 


